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各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

 

「公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う 

審査支払に係る委託契約について」の一部改正について 

 

 

  

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律」（平成26年法律第83号）による介護保険法（平成9年法律第123号）の

一部改正及び「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省

令」（平成27年厚生労働省令第57号）による介護給付費及び公費負担医療等に関する

費用等の請求に関する省令（平成12年厚生省令第20号）の一部改正に伴い、「公費負

担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託

契約について」（平成12年４月20日老介第３号）の一部を別紙のとおり改正し、本日

から適用することとしたので、貴管内国民健康保険団体連合会及び市町村（特別区、

一部事務組合及び広域連合を含む。）に対して周知願いたい。 

 



 
「公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託契約について」（平成 12 年 4 月 20 日老介第 3 号）の一部改正に

ついての新旧対照表 
（傍線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 
別紙１ 契約書例 
（略） 
第一条（略） 
第二条 乙は、公費負担医療等を担当する機関（以下「公費負担医療等担当機関」

という。）から請求省令第三条第一項に定める期日までに請求が行われた事項に

ついてその内容を審査し、審査が終わった日の属する月の翌月末日までに公費

負担医療等担当機関に対して報酬（別表上欄に掲げる公費負担医療等の費用に

関して公費負担医療等担当機関に支払うべき費用をいう。以下同じ。）の支払い

を完了するものとする。 

第三条 乙は、第二条に規定する審査が終了したときは、甲に対して所定の書類

を添えて、請求の審査が終わった日の属する月の翌月○○日までに公費負担医

療等担当機関に対する報酬の払込みを請求するものとする。 

２  前項の請求を受けた甲は、審査が終了した日の属する月の翌月の○○日まで

に当該報酬の支払いに要する額を乙に払い込まなければならないものとする。 

 

（第三条に代えて次の条文を定めることができる。） 

第三条  甲は、別表一上欄第○項、第○項及び第○項の費用に関し、乙の請求に

基づいて第二条の規定に基づいて公費負担医療等担当機関に支払う報酬の概ね

一ヶ月半分に相当すると認められる額を、審査が終わった日の属する月の○日

までに乙に対して概算交付を行うものとする。 

第四条  乙は、第二条の規定によって支払いを完了したときは、審査が終わった

日の属する月の翌月の○日まで精算書のほか所定の書類を作成し、甲へ送付し、

精算を完了するものとする。 

第四条  乙は、別表一上欄に掲げる公費負担医療等に関する費用の審査を終了し

たときは、審査の終了した日の属する月の翌月の○日までに所定の書類を添え

て○○都（道府県）知事（別表一上欄第九項に掲げる費用については、市町村

長とする。次項及び次条において同じ。）に審査結果について報告するものと

別紙１ 契約書例 
（略） 
第一条（略） 
第二条 乙は、公費負担医療等を担当する機関（以下「公費負担医療等担当機関」

という。）から請求省令第三条第一項に定める期日までに請求が行われた事項に

ついてその内容を審査し、審査が終わった日の属する月の翌月の原則として末

日までに公費負担医療等担当機関に対して報酬（別表上欄に掲げる公費負担医

療等の費用に関して公費負担医療等担当機関に支払うべき費用をいう。以下同

じ。）の支払いを完了するものとする。 

第三条 乙は、第二条に規定する審査が終了したときは、甲に対して所定の書類

を添えて、請求の審査が終わった日の属する月の翌月の原則として○○日まで

に公費負担医療等担当機関に対する報酬の払込みを請求するものとする。 

２  前項の請求を受けた甲は、審査が終了した日の属する月の翌月の原則として

○○日までに当該報酬の支払いに要する額を乙に払い込まなければならないも

のとする。 

（第三条に代えて次の条文を定めることができる。） 

第三条  甲は、別表一上欄第○項、第○項及び第○項の費用に関し、乙の請求に

基づいて第二条の規定に基づいて公費負担医療等担当機関に支払う報酬の概ね

一ヶ月半分に相当すると認められる額を、審査が終わった日の属する月の原則

として○日までに乙に対して概算交付を行うものとする。 

第四条  乙は、第二条の規定によって支払いを完了したときは、審査が終わった

日の属する月の翌月の原則として○日まで精算書のほか所定の書類を作成し、

甲へ送付し、精算を完了するものとする。 

第四条  乙は、別表一上欄に掲げる公費負担医療等に関する費用の審査を終了し

たときは、審査の終了した日の属する月の翌月の原則として○日までに所定の

書類を添えて○○都（道府県）知事（別表一上欄第九項に掲げる費用について

は、市町村長とする。次項及び次条において同じ。）に審査結果について報告す

別紙 



する。 

２  ○○都（道府県）知事が前項の規定により乙より報告を受けたときは、審査

結果を検討して報酬の額の決定を行った上、その月の○日までに乙に通知する

ものとする。 

第五条（略） 
第六条  甲は、乙の審査及び支払事務の執行に要する費用に充てるため、審査し

た請求明細書（これに相当する電子情報又は記録事項を含む。）一件につき９

５円を乗じて得た額を審査が終わった日の属する月の翌月の○○日までに乙

に支払うものとする。 

    ただし、別表一第一項及び第三項に掲げる費用については、報酬の審査を委

託する都道府県知事と支払を委託する同表第一項及び第三項中欄ロに掲げる

市町村長が各々半額ずつ支払うものとする。 

第七条（略） 
第八条（略） 
第九条（略） 
第十条（略） 
（略） 
 

るものとする。 

２  ○○都（道府県）知事が前項の規定により乙より報告を受けたときは、審査

結果を検討して報酬の額の決定を行った上、その月の原則として○日までに乙

に通知するものとする。 

第五条（略） 
第六条  甲は、乙の審査及び支払事務の執行に要する費用に充てるため、審査し

た請求明細書（これに相当する電子情報又は記録事項を含む。）一件につき９５

円を乗じて得た額を審査が終わった日の属する月の翌月の原則として○○日ま

でに乙に支払うものとする。 

    ただし、別表一第一項及び第三項に掲げる費用については、報酬の審査を委

託する都道府県知事と支払を委託する同表第一項及び第三項中欄ロに掲げる市

町村長が各々半額ずつ支払うものとする。 

第七条（略） 
第八条（略） 
第九条（略） 
第十条（略） 
（略） 



 

改 正 前 改 正 後 
別紙２ 覚書例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙２ 覚書例 
 
  平成  年  月  日付をもって○○都（道府県）知事並びに別表二、別表

三、別表四及び別表五に掲げる市町村長（以下「甲」という。）と国民健

康保険団体連合会（以下「乙」という。）との間において締結した報酬の

審査及び支払事務に関する契約の実施に関し次のとおり覚書を交換し、相

互にこれを遵守するものとする。 

 

記 

 

  乙は、契約書第二条の規定による審査が終了したときは、介護給付費等

請求額通知書（様式第一号）及び介護給付費公費受給者別一覧表（様式第

二号）を作成して甲（契約書別表二及び別表三に掲げる市町村長を除く。）

に提出するものとする。 

 

    平成  年  月  日 

                    ○○都（道府県）知事       氏    名        印 

                    ○○都（道府県）国民健康保険団体連合会 

                                  理事長       氏    名        印 

 

 平成  年  月  日付をもって○○都（道府県）知事並びに別表二、別表

三、別表四及び別表五に掲げる市町村長（以下「甲」という。）と国民健

康保険団体連合会（以下「乙」という。）との間において締結した報酬の

審査及び支払事務に関する契約の実施に関し次のとおり覚書を交換し、相

互にこれを遵守するものとする。 

 

記 

 

  乙は、契約書第二条の規定による審査が終了したときは、介護給付費等

請求額通知書（様式第一号）及び介護予防・日常生活支援総合事業費等請

求額通知書（様式第一号の二）並びに介護給付費公費受給者別一覧表（様

式第二号）及び介護予防・日常生活支援総合事業費公費受給者別一覧表（様

式第二号の二）を作成して甲（契約書別表二及び別表三に掲げる市町村長

を除く。）に提出するものとする。 

 

    平成  年  月  日 

                    ○○都（道府県）知事       氏    名        印 

                    ○○都（道府県）国民健康保険団体連合会 

                                  理事長       氏    名        印 

 



国保連合会　→　公費負担者

平成　年　月　日

頁

項

件数 実日数 公費対象単位数 件数 公費対象調整額

合　　　計

　累　　　計

請求額 累計

款

介護給付費等請求額通知書（公費負担者分）
平成  年  月　審査分

 公費負担者番号

 公費負担者名

種　　　　類
通常分 再審査・過誤

負担額 公費分本人負担額
公費対象金額 公費対象単位数

審査支払手数料

様式第一号（改正後）



国保連合会　→　公費負担者

平成　年　月　日

頁

項

件数 実日数 公費対象単位数 件数 公費対象調整額

合　　　計

　累　　　計

請求額 累計

審査支払手数料

種　　　　類
通常分 再審査・過誤

負担額 公費分本人負担額
公費対象金額 公費対象単位数

款

介護予防・日常生活支援総合事業費等請求額通知書（公費負担者分）
平成  年  月　審査分

 公費負担者番号

 公費負担者名

様式第一号の二（新設）



国保連合会　→　公費負担者

頁

日数 証記載保険者番号 被保険者
回数 保険者名 番号

　合　　　計

受
給
者

サービス
提供年月

事業所番号
サービス種類名 サービス項目名 公費対象単位数 公費負担金額 公費分本人負担額

事業所名

介護予防・日常生活支援総合事業費公費受給者別一覧表
平成  年  月審査分   

平成　年　月　日

公費負担者番号

公費負担者名

様式第二号の二（新設）


